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資－４ 都市計画について 

資－４－１ むつ市に定められている都市計画の種類 

都市計画はまちづくりの根幹となる、土地利用に関する計画、都市施設の整備に関する計画、市街地

開発事業に関する計画の３本の柱で構成され、さらに地区計画等の地区レベルの詳細な計画を加え、都

市の健全な発展と秩序ある整備を図るため心要なものを一体的総合的に定めます。 
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市街地開発事業 

市街地開発事業 

等予定区域 

地区計画等 

市街化区域 

市街化調整区域 

特定街区 

用途地域 

特別用途地区 

特定用途制限地域 

高層住居誘導地区 

高度地区 高度利用地区 

防火地域 準防火地域 

景観地区 

風致地区 

駐車場整備地区 

臨港地区 

歴史的風土特別保存地区 

第１種歴史的風土保存地区、第２種歴史的風土保存地区 

緑地保全地域 

特別緑地保全地区 

緑化地域 

流通業務地区 

生産緑地地区 

伝統的建造物群保存地区 

航空機騒音障害防止地区、航空機騒音障害防止特別地区 

市街地再開発促進区域 

土地区画整理促進区域 

住宅街区整備促進区域 

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 

土地区画整理事業 

新住宅市街地開発事業 

工業団地造成事業 

市街地再開発事業 

新都市基盤整備事業 

住宅街区整備事業 

新住宅市街地開発事業の予定区域 

工業団地造成事業の予定区域 

新都市基盤整備事業予定区域 

区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域 

一団地の官公庁施設の予定区域 

流通業務団地の予定区域 

地区計画 

防災街区整備地区計画 

沿道地区計画 

集落地区計画 

道路 

公園 

水道 

ごみ焼却場 

河川 

市場 

一団地の住宅施設 

一団地の官公庁施設 

流通業務団地 

電気通信事業の用に供する施設、防風、防火、防水、防雪、防砂、防湖の施設 

都市高速鉄道 

緑地 

その他の供給施設又は処理施設 

運河、その他の水路 

と畜場 

広場 墓園 

下水道 

自動車ターミナル、その他の交通施設 

その他の公共空地 

汚物処理場 

学校、図書館、研究施設、その他の教育文化施設 

病院、保育所、その他の医療施設又は社会福祉施設 

火葬場 

駐車場 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

工業専用地域 

準都市計画区域 

用途地域 

特別用途地区 

特別用途制限地域 

高度地区 

景観地区 

風致地区 

緑地保全地域 

伝統的建造物群保存地区 

電気供給施設 ガス供給施設 

青森県において決定されているものを示しています。（平成 20年３月） 

むつ市において定められているものを示しています。 

注）これらの内容は都市計画区域に定めることが可能なものを示しています。 

準都市計画区域には、用途地域、特定用途制限地域、誘致地区等の建築物の用途制限や景観の維持に係るものに限り定めることができます。 



 49 

資－４－２ 地域地区について 

地域地区 内 容 

用途地域 地域地区の中でも基本となるもので地域の性栺を明確にしたうえで、住居系、商業系、

工業系の各用途の規制及び誘導を行い、生活環境の保護や商工業等の都市機能の維

持・増進を図り、都市のあるべき土地利用を実現するために定められています。 

特別用途地区 用途地域を補完しながら地域の特性を活かし、土地利用の増進・環境の保護等を図る

ものです。制限の緩和及び規制の内容は建築基準法に基づき市の条例で定める必要が

あります。 

特定用途制限

地域 

用途地域が定められていない土地の区域（白地地域）内において、その良好な環境の

形成または保持のため当該区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制

限すべき特定建築物等の用途の概要を定めるものです。建築物の用途の制限は、建築

基準法に基づき市の条例で定める必要があります。 

高度地区 市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため建築物の高さの最高限度ま

たは最低限度を定めるものです。 

高度利用地区 市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築

物の容積率の最高限度および最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度な

らびに壁面の位置の制限を定めます。市街地再開発事業や住宅街区整備事業の施行区

域には、この地区の指定が必要となります。 

特定街区 市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区であり、地区内に

は容積率、建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限が都市計画で特別に定め

られ、用途地域内での容積率、建ぺい率、高さ、斜線制限等一般的な規制はすべて適

用されなくなります。 

防火・準防火地

域 

市街地における火災の危険を防除するために定めるもので建築物の構造等の規制に

より都市の丌燃化を図るもので、建築基準法により必要な建築制限がなされます。 

景観地区 都市の特性に応じ建築物の配置・構造・意匠等が市街地における道路、公園等の公共

施設等と調和と均斉のとれた地区として定めるものです。 

駐車場 

整備地区 

駐車場法に基づき、商業地域または近隣商業地域もしくはその周辺の地域において、

自動車交通が著しい地区で道路としての機能を保ち円滑な交通の流れを確保する必

要がある区域について定めます。地区内では駐車場法に基づいた市の条例により一定

の規模以上の建築物の新築および増築に対して駐車場の設置を義務付けることがで

きます。（附置義務条例） 

緑地保全地域 都市近郊の緑地の保全を図るため、一定の土地利用との調和を図りつつ、適正な保全

を図る地域として定めます。緑地保全地域が定められた時は、県が緑地保全計画を策

定し、緑地保全地域内における行為の規制の基準を定めなければなりません。 

特別緑地保全

地区 

都市計画区域内の枢要な緑地について、建築物に新築、木竹の伐採等の行為を許可制

にするとともに、損失補償や土地の買い入れ等により、その良好な自然環境を現状凍

結的に保全するために定めます。 

緑化地区 用途地域がされている区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が丌足し、建

築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域について、緑化施設の面積の敷

地面積に対する割合（緑化率）の最低限度を定めることができます。 
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流通業務地区 流通業務市街地の整備に関する法律に基づき、流通機能の向上および道路交通の円滑

化を図るために定める地区で、流通機能上必要な施設以外の施設の建設は禁止されま

す。 

生産緑地地区 生産緑地法に基づき、市街化区域内において、農林漁業と調和した都市環境保全など

の生活環境確保に相当の効用があり、かつ、各種公共公益施設のための多目的保留地

としての機能ももつ優れた農地等を都市計画上、地域地区として位置付けて計画的に

保全するものです。 

伝統的建造物

群保存地区 

文化財保護法に基づき、古都や城下町等の伝統ある街並みおよびこれと一体となって

その価値を形成している環境を保全するために定める地区です。 

 

資－４－３ 地区計画について 

むつ市では、都市計画法に基づく地区計画案の作成のために、区域内の土地の所有者その他政令で定

める利害関係を有する者への案の提示方法及び意見の提出方法についての条例『むつ市地区計画等の案

の作成手続に関する条例』を平成１９年１２月２７日に施行済みですが、住民や利害関係人からの地区

計画等に関する都市計画の決定もしくは変更または、地区計画等の案の内容を申し出る方法を定めるこ

とについてをこの条例に追加することができます。（地区計画の申出制度） 

 

資－４－４ 開発行為許可に関する条例について 

開発行為許可制度創設当時においては、旺盛な宅地需要などに後押しされた都市の周辺部における散 

発的開発によるスプロールを念頭においていた制度でしたが、現在の都市においては、モータリゼーシ

ョン等を背景に、広域的な都市機能が無秩序に薄く拡散することにより、これらの集積を前提として整

備されてきた都市交通をはじめ公共投資、環境、エネルギーなど各方面への悪影響をもたらす懸念が生

じています。本栺的な人口減尐・超高齢社伒においては、このような都市構造上の問題に対応する必要

があり、開発許可制度の運用に当たっても、これをふまえて適切に行うことが必要となります。 

許可の際における技術的基準の強化又は緩和、許可を要しない開発行為の規模についての条例の制定

をすることにより、地域の実情等をよく勘案した運用を行うことが望ましいとされています。 

 

資－４－５ まちづくり条例、景観条例について 

「まちづくり条例」とは、主に土地利用の規制及び開発規制、良好な地域環境の形成、景観形成、住

民参加等、まちづくりに関する規定を定める条例を指すことが多くなっています。 

形態としては、まちづくりの理念及び目標を明示し、それを実現するための措置が盛り込まれている

もの、まちづくりの理念を定めるだけの提言的なもの、逆に、理念や目的を欠いた単一の措置のみを定

めるものがあります。 

目的による類型化では、土地利用調整系、環境系、景観系、地区まちづくり系などがあります。 
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表 青森県内の主なまちづくり条例、景観条例 

市町村 名 称 目 的 

青森市 青森市景観条例 

（平成１７年４月） 

この条例は、青森市の良好な景観形成に関し必要な

事項及び景観法の規定に基づく良好な景観の形成

のための行為の制限に関して必要な事項を定める

ことにより、青森らしい魅力ある景観形成を推進

し、もって愛着と誇りのもてる都市づくりに資する

ことを目的とする。 

八戸市 協働のまちづくり基本条例 

（平成１７年４月） 

市民が主体となったまちづくりを推進するため、そ

の基本理念を明らかにするとともに、協働のまちづ

くりについての基本原則その他の必要な事項を定

め、もって魅力ある個性豊かな地域社伒の実現を図

ることを目的とする。 

五戸町 まちづくり基本条例 

（平成１６年６月） 

私たち町民は、今後、町を取り巻くさまざまな環境

の変化があっても、町が各自治伒を基礎として、こ

れまで受け継いできた伝統、築いてきた文化、はぐ

くんできた活力を、将来にわたって一体的に持続・

発展させていくことを目指します。 

そのためには、町が英知と力を結集して協働を基本

としたまちづくりを展開していくことが必要です。 

この条例は、まちづくりの基本理念を明らかにする

とともに、町が協働を基本としたまちづくりを展開

するための基本的な原則を定め、活力あるまちづく

りを進めるために制定します。 

中泊町 もったいない町民運動によ

る循環型まちづくり条例 

（平成１８年１２月） 

この条例は、もったいない町民運動による循環型ま

ちづくりに関する基本的事項を定め、町、町民及び

事業者が協働してまちづくりに取り組み、自然豊か

で活力ある中泊町を形成し、次の世代へ引き継ぐこ

とを目的とします。 

 


